
令和 3 年 8 月 25 日（水） 

 

 

飯山市農業委員会議事録 

 

The Agricultural Committee of IIYAMA                          飯山市農業委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 8 月 
 

農業委員会議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

飯山市農業委員会 

 

 



令和 3 年 8 月 25 日（水） 

 

 

飯山市農業委員会議事録 
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日     時   令和 ３年 8 月２5 日（水） 午後 １3 時３０分 開会 

 

場     所   飯山市役所 ４階 全員協議会室 

 

出席及び欠席者   別紙のとおり 

 

議事録署名委員    議席番号   3 番  高澤 富士子 委員 

議席番号    4 番  小野沢 純夫  委員 

 

農地議案審議   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

   議案第 2 号 農地法第 5 条の規定による許可申請について 

          議案第 3 号 農用地利用集積計画の決定について 

           報告第 1 号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理に 

ついて 
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別 紙 

出欠 
議席 

番号 
氏 名 備 考 

出席 １ 飛澤 正志  

出席 ２ 高橋 政宏  

出席 ３ 高澤 富士子  

出席 ４ 小野沢 純夫  

欠席 ５ 栗林 俊男  

出席 ６ 増山 正一  

欠席 ７ 小林 喜代春  

欠席 ８ 清水 勝  

出席 ９ 春日 孝利  

欠席 １０ 中原 義行  

出席 １１ 沼田 浩子  

出席 １２ 佐藤 弘子  

出席 １３ 石田 慶子  

欠席 １４ 足立 久子  

出席 １５ 小林 嘉之  

欠席 １６ 酒井 智恵子  

出席 １７ 齊藤 正人  

欠席 １８ 廣瀬 公一  

出席 １９ 清水 敏明  

出席 ２０ 松永 晋一  
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

改選後の第１回目の総会となります。コロナ警戒レベル５ということも

ありまして、本来でしたら農地利用最適化推進委員さんも出席していただ

いて全員で行うところなのですが、昨年の５月も同じような形で開催させ

ていただいており、議決権のある農業委員さんだけで今回開催することを

急遽ご連絡を差し上げた次第でございます。 

それでは８月の総会を始めます。松永会長挨拶をお願いいたします。 

 

お忙しいところご苦労様でございます。改選になりまして、実質初めて

の農業委員会総会ということでございますがよろしくお願いします。今年

８月お盆に大変な大雨が降りまして被害を受けられた方がおられます。被

害の概況につきましては、松川係長の方からお話があるということでござ

います。被害にあわれた方にはお見舞い申し上げます。 

その後、なかなか天候が回復せず今後の状況が心配でありますが、いず

れにしましても異常気象が異常ではなくて、平常の気象となる中で、毎日

天気とにらめっこしながら農作業の段取りをしていただくことになると思

いますが、またそれぞれの対応をよろしくお願いいたします。 

また、事務局からお話がありましたように、コロナの急拡大ということ

で県も非常事態宣言を出したという中で、行政の方も対応するようにお達

しがあったということです。そんなことで、昨年の５月もこういう形で農

業委員だけで総会を行いました。 

その後、徐々に収まって全員で総会をやってきたという経過でございま

すが、今回いつまでこういった状況が続くのかわかりませんが、状況が緩

和されたら推進委員さんに入っていただくというように進みたいと思いま

す。それと、農地パトロールをそれぞれ行っていただいております。熊の

出没もぼちぼちありますので、気を付けながら朝早くとか夜遅くならない

ように、また昼間暑いときもありますので熱中症にも気を付けながらパト

ロールを正確にやっていただくようにお願いします。 

 

 

事務局より経過報告をお願いします。 

 

【事務局より資料に基づき経過報告】 

 

事務局より欠席委員の報告をお願いします。 

 

出席者ですが農業委員は全員出席です。 

 

議事録署名委員の指名を行います。 

飯山市農業委員会会議規則第８条第１項に規定する議事録署名委員ですが、

こちらから指名させて頂きます。 

 



令和 3 年 8 月 25 日（水） 

 

 

飯山市農業委員会議事録 

 

The Agricultural Committee of IIYAMA                          飯山市農業委員会 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

  

 

１５番 

 

 

議 長 

 

１５番 

 

 

議 長 

 

６番 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、議席番号３番 高澤委員さん、４番 小野沢委員さんにお願い

いたします。 

これより、議事に入ります。 

議案第 1号 「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とい

たします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

今月の農地法第３条の許可申請は、１議案 3件です。 

議案第１号について、受付番号２６番～２８番は所有権の移転に関する件

になります。 

 

【 所有権移転 受付番号２６番～２８番 

               議案書をもとに朗読と説明 】 

 

ありがとうございました 

それでは、担当地区の委員さんから補足をお願いします。 

２６番の補足説明お願いします。 

 

現況を確認した中では、昨年は水田で作付けされていたが、今年度は未作

付け。現況は草刈りがしっかりされています。 

 

２７番補足説明お願いします。 

 

現状は家庭菜園になっており耕作されています。譲受人の○○さんが入院

中のため、奥様が一人でやっています。 

 

２８番補足説明お願いします。 

 

譲渡人の○○さんは、きのこをやっていたが、きのこを辞めて工場を売り

払いたいということで、隣接している田なので仕方ないかと。 

 

他にありますか。 

ないようですので採決にはいります。 

受付番号２６番～２８番について議案第１号「農地法第３条の規定による

許可申請について」議案のとおり許可することで賛成の方は挙手をお願い

します。 

 

（全員挙手） 

 

ありがとうございました。賛成ですので、議案第１号は原案のとおり決定

いたしました。 
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議 長 

 

 

事務局 

 

 

議 長 

 

 

２０番 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

議 長  

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

次に、議案第２号 「農地法第５条の規定による許可申請について」を議

題といたします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

はい。今月の農地法第５条の許可申請は、１件です。 

【受付番号 ９番  議案書をもとに朗読と説明】 

 

ありがとうございました。 

９番補足 

 

有限会社○○園芸は、豊田道の駅の反対側にあるお店「〇〇〇〇」です。 

以前はアスパラを作っていたが今は不耕作。 

 

土は公共事業に使用するものなので、河川工事を行う業者が申請をした場

合は許可が不要だと県に確認しました。今回は河川工事に使用はするが、

分業のため申請した業者は土を取るのみ、運搬は別の業者、施工も別の業

者ということです。土を取る業者が申請してきたため通常の転用としてい

ます。元請けのゼネコンが申請してきたら許可不要と返す案件。 

 

ご意見ご質問等がありましたらお願いします。 

 

それでは採決いたします。議案第２号 農地法第５条の許可申請について 

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第２号は原案のとおり許可相当として県知事に意

見を送付いたします。 

 

続いて議案第３号「農用地利用集積計画の決定について」を議題といたし

ます。事務局より説明をお願いします。 

 

【 貸借（中間管理） 受付番号 ２６３番～２７６番 

                  議案書をもとに朗読と説明 】 

 

以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。 

何かご意見ご質問等がありましたらお願いします。 

 

（質問、意見なし) 
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よろしいですか。それでは採決いたします。議案第３号「農用地利用集積

計画の決定について」、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

 （全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に報告事項に入ります。 

報告第１号 

「農地法第１８条第６項の規定により通知書の受理について 

は、報告事項ですので、各自確認をお願いします。 

 

ただいまの報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いします。   

  

（発言なし） 

 

よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告を終わります。 

 

これをもちまして、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いた

しました。その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いい

たします。 

 

（発言なし） 

 

よろしいですか。それでは以上をもちまして、農地議案審議を終了いたし

ます。 
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以上をもって議事の顛末を記載し、議事録に相違ないことを証明するため署名します。 

 

 

 

 

議事録署名人 

 

議 長           松永 晋一             

 

 

３番      高澤 富士子        

 

 

          ４番      小野沢 純夫            

   


